
自転車の交通事故の現状

１ 兵庫県下の交通事故情勢

（１）平成 25 年中の交通事故発生状況

【交通事故死者】 187 人（前年対比＋８人）

【人身事故件数】 32,734 件（前年対比－1,322 件）、７年連続４万件以下

【年齢別死 者】 高齢者の占める割合 55.1％（死者 187 人中、高齢者 103 人）

【時間別死 者】 16～18 時 32 人（＋９人）、18～20 時 25 人（＋10 人）

（２）過去 10 年の死者数と人身事故件数の推移

２ 自転車関係事故の発生状況

年別

区分

43,526 42,780 41,277 38,551 37,139 36,360 36,594 36,195 34,056 32,734

9,131 8,921 8,803 8,400 8,389 8,484 8,444 8,485 7,794 7,400

構成率 21.0% 20.9% 21.3% 21.8% 22.6% 23.3% 23.1% 23.4% 22.9% 22.6%

死者 34 30 27 34 25 31 32 28 23 23

傷者 9,223 9,015 8,810 8,454 8,387 8,415 8,389 8,443 7,754 7,359

計 9,257 9,045 8,837 8,488 8,412 8,446 8,421 8,471 7,777 7,382
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区分/年 平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24 平25

人身事故件数 43,526 42,780 41,277 38,551 37,139 36,360 36,594 36,195 34,056 32,734

死 者 数 285 260 256 231 199 176 192 198 179 187

傷 者 数 53,985 53,039 50,891 47,440 45,342 44,404 44,339 44,100 42,073 40,273

資料４



過去10年の自転車関係事故の発生状況は、減少傾向であるが、全人身事故の20％

以上を占めている。

平成 25 年中の自転車関係事故は 7,400 件（前年対比－394 件）で 5.1％減少して

いるが、全人身事故の 22.6％を占めている。

３ 自転車関係事故の類型別発生状況

（１）事故類型

平成 25 年中の自転車が関係する交通事故 7,400 件のうち、対車両の交通事故

が 6,646 件（89.8％）で最も多い。

（２）自転車対車両（自転車対自転車を含む）の交通事故状況

平成 25 年中の自転車対車両（自転車対自転車を含む）の交通事故 6,891 件の

うち、出会頭の交通事故が 60.6％を占め、交差点での事故が多く発生している。
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（３）人対自転車の交通事故発生状況

平成 25 年中の人対自転車の交通事故は 175 件（前年対比＋６件）で、10 年前

（平成 16 年）の 1.9 倍に増加している。

① 人対自転車の交通事故による歩行者の死傷状況

平成 25 年中の人対自転車の交通事故による歩行者の負傷者は、167 人で 10 年

前（平成 16 年）の約２倍に増加し、そのうちの 32 人（19.2％）が重傷、135 人

（80.8％）が軽傷となっている。
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区分
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② 人対自転車の交通事故の衝突地点

平成 25 年中の人対自転車の交通事故 175 件のうち、歩道上での衝突が 82

件で 46.9％となっており、半数近くが歩道上での衝突事故である。

４ 自転車関係事故の地域別発生状況

（１）県民局別発生状況（平成 25 年中）

平成 25 年中の自転車関係事故のうち、阪神南地域が最も高く、次いで神戸地域、

東播磨地域となっている。
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（２）市区町別発生状況（平成 25 年中）

全人身事故に占める自転車関係事故

の割合は、尼崎市・伊丹市では 40％以

上、西宮市・芦屋市・高砂市・播磨町で

は 30％以上となっている。

５ 自転車関係事故の時間別発生状況

（１）時間別発生状況

通勤・通学時間帯の午前８時台、午後５時台の発生が多い。

区分

県民局別 自転車事故 構成率 死者 傷者

合 計 32,734 7,400 22.6% 23 7,359

神 戸 市 小 計 8,056 1,299 16.1% 2 1,279

東 灘 区 709 143 20.2% 139

灘 区 498 76 15.3% 72

兵 庫 区 660 185 28.0% 182

長 田 区 553 152 27.5% 149

須 磨 区 632 76 12.0% 1 80

垂 水 区 1,034 122 11.8% 118

北 区 1,045 58 5.6% 58

中 央 区 1,089 228 20.9% 232

西 区 1,836 259 14.1% 1 249

小 計 5,042 1,935 38.4% 4 1,934

尼 崎 市 2,441 1,043 42.7% 1 1,046

西 宮 市 2,249 775 34.5% 3 774

芦 屋 市 352 117 33.2% 114

小 計 3,381 935 27.7% 3 925

伊 丹 市 1,176 473 40.2% 3 466

宝 塚 市 840 193 23.0% 188

川 西 市 773 156 20.2% 157

三 田 市 483 101 20.9% 102

猪 名 川 町 109 12 11.0% 12

小 計 4,792 1,286 26.8% 5 1,284

明 石 市 1,768 426 24.1% 418

加 古 川 市 1,972 567 28.8% 1 573
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小 計 501 56 11.2% 2 55

篠 山 市 213 26 12.2% 27
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9時 556 592 581 543 529 535 585 549 503 464
10時 567 556 540 517 488 579 531 576 516 435
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13時 468 454 475 451 436 462 458 424 396 378
14時 486 436 429 435 437 413 410 417 382 349
15時 630 623 569 559 544 550 539 532 503 414
16時 783 730 731 628 715 701 676 704 640 633
17時 887 903 853 918 829 883 818 813 718 748

小計 1,968 1,908 1,832 1,800 1,753 1,722 1,734 1,753 1,663 1,560
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（２）自転車乗車中の死傷者の時間別・学年別状況

小学生は学校終了後の 16 時台・17 時台、中学生は

通学時間帯の７時台と帰宅時間帯の 18 時台、高校生

は通学時間帯の７時台・８時台に多く負傷している。

６ ヘルメット着用状況（平成 25 年中）

（１）自転車乗車中の死者 （２）自転車乗車中の傷者

（３）自転車乗車中の死傷者

平成25年中の自転車乗車中死者23人の損傷主部位

は、頭部が 18 人で 79％を占めている。

自転車乗車中の死傷者のうち、幼児のヘルメット着

用率は 26％で、５年前（平成 21 年）の２倍になって

いるが、小学生・中学生・高校生・高齢者の着用率は

過去５年間、ほぼ横ばいである。

H25 自転車乗車中の傷者（時間別・学年別）
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9 62 64 54 189

4 12 28 55 99
6 15 22 43
3 8 20 31

6 17 23
3 3

1 1 2
0
0

3 3
0

1 1 2
13 85 121 176 395

117 585 463 941 2,106総 計

10時
11時
12時
13時

昼

間

夜

間
2時

19時

計

14時

傷 者

3時

23時

6時
7時
8時
9時

0時
1時

4時
5時

22時

15時
16時

17時

18時

計

20時
21時

年・学年
区分 幼児 小学生 中学生 高校生 高齢者

0 0 0 0 19
0 0 0 0 1

着用率 0% 0% 0% 0% 5%
離脱 0 0 0 0 0

離脱なし 0 0 0 0 1
離脱不明 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18
0 0 0 0 0

平成25年

非着用
着用不明

死者
着 用

年・学年
区分 幼児 小学生 中学生 高校生 高齢者

117 585 463 941 1,447
31 104 120 22 19

着用率 26% 18% 26% 2% 1%
離脱 0 5 11 2 1

離脱なし 31 99 109 20 18
離脱不明 0 0 0 0 0

86 481 343 919 1,428
0 0 0 0 0

平成25年

着 用

非着用
着用不明

負傷者

年・学年
区分 幼児 小学生 中学生 高校生 高齢者

117 585 463 941 1,466
31 104 120 22 20

着用率 26% 18% 26% 2% 1%
離脱 0 5 11 2 1

離脱なし 31 99 109 20 19
離脱不明 0 0 0 0 0

86 481 343 919 1,446
0 0 0 0 0着用不明

平成25年

死傷者
着 用

非着用

H25 自転車乗車中の死者（負傷部位）

頭部
18人,79%

頚部
1人,4%

胸部
3人,13%

腰部
1人,4%

平成25年
23人



７ 自転車乗車中の死傷者の違反

平成 25 年中の自転車乗車中の死傷者 7,382 人のうち、6,393 人（86.6％）に何

らかの交通違反が認められる。

交通違反のうち、「交差点安全進行（交差点に進入又は通過するときに、車や歩

行者に注意し、できる限り安全なスピードと方法で進行しなければならない義務）」

が 2,574 人で最も多く、死傷者 7,382 人のうちの 34.9％、次いで「安全運転義務

（安全不確認、周囲の通行者（車）等の動静確認、ハンドル・ブレーキ操作など運

転に必要な装置を確実に操作する義務等）」が 1,272 人で 17.2％、一時不停止が 614

人で 8.3％となっている。

８ 自転車交通安全教育の実施状況

平成 25 年中の自転車交通安全教育は、実施回

数 2,451 回、受講者 275,954 人であった。

受講者の内訳では、小学生が 121,098 人（44％）

で最も多く、次いで中学生が 44,106 人（16％）、

高校生が 42,053 人（15％）となっている。

年別

違反別

9,257 9,045 8,837 8,488 8,412 8,446 8,421 8,471 7,777 7,382

7,098 6,960 7,818 7,718 6,656 7,018 7,075 7,389 6,587 6,393

380 396 367 369 327 283 338 336 286 242

298 236 331 533 305 368 294 394 378 347

252 296 356 431 281 305 286 191 151 180

68 59 210 269 316 317 286 275 272 221

3,031 2,919 3,314 3,015 1,771 2,429 2,569 2,882 2,603 2,574

254 278 764 669 634 645 639 521 359 393

739 743 673 725 618 710 746 680 641 614

56 14 14 14 41 32 133 398 555 335
ﾊ ﾝ ﾄ ﾞ ﾙ 操作 189 181 190 226 265 291 342 355 326 257
ﾌ ﾞ ﾚ ｰ ｷ 操作 49 23 54 55 51 69 61 50 44 50
前方不注視 132 86 555 341 115 105 167 115 77 51
動静不注視 452 479 471 601 557 334 322 380 337 529
安全不確認 648 722 127 74 895 435 423 302 139 198
そ の 他 224 264 214 136 326 414 171 189 151 187

小 計 1,694 1,755 1,611 1,433 2,209 1,648 1,486 1,391 1,074 1,272

323 264 178 260 154 281 298 321 268 215

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,159 2,085 1,019 770 1,756 1,428 1,346 1,082 1,190 989

安

全

運

転

義

務

そ の 他 の 違 反

違 反 不 明

違 反 な し

違

反

あ

り

小 計

信 号 無 視

通 行 区 分

横 断 ・ 転 回 等

優 先 通 行 妨 害

交差点 安全 進行

徐 行 違 反

一 時 不 停 止

自転車 通行 方法

合 計

平成19年 平成20年 平成21年平成16年 平成17年 平成18年 平成23年 平成24年 平成25年平成22年

自転車交通安全教育の実施状況（兵庫県警察）

2,451

1,680
1,521

1,335

1,424

275,954

186,793

165,289
146,638

122,568

0
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0
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実施回数

受講人員

平成25年中の自転車安全教育
受講人員の内訳（兵庫県警察）

小学生
121,098
人 44%

中学生
44,106人

16%

高校生
42,053人

15%

大学生等
4,133人

1%

一般
40,125人

15%

幼児
5,456人

2%

高齢者
18,983人

7%



説明資料 自転車の交通安全対策実施状況
企画県民部

交通安全室

兵庫県では、自転車の安全利用を推進するため、市区町や警察、関係機関・団体、地域

や企業などと連携した様々な広報啓発活動や交通安全教育を実施している。

１ 交通安全思想の普及

(1) 自転車教室の開催

ア 自転車運転免許証等制度推進市町での自転車教室

自転車利用マナーの向上を図るため、過去に指定を受けていない自転車関係事故

が多い市町を「自転車運転免許証等制度推進市町」に指定し、警察、関係機関・団

体等と連携して子どもと高齢者を中心に自転車教室を開催し、自転車運転免許証等

を交付している。

【過去の指定市町】

平成16年度 尼崎市、加古川市

平成17年度 神戸市、宝塚市、高砂市

平成18年度 明石市、芦屋市、伊丹市

平成19年度 姫路市、西宮市、播磨町

平成20年度 洲本市、赤穂市、太子町

平成21年度 相生市、豊岡市、たつの市

平成22年度 川西市、南あわじ市、稲美町

平成23年度 西脇市、淡路市、福崎町

平成24年度 三木市、小野市、加東市

平成25年度 加西市、篠山市、市川町

平成26年度 三田市、宍粟市、上郡町

イ 自転車交通安全対策重点推進地域等での自転車教室

自転車の交通事故防止を図るため、

自転車による交通事故が多発している

市町を「自転車交通安全対策重点推進

地域」に指定し、自転車安全推進員等

による自転車教室を実施している。

また、企業等と連携した参加・体験

・実践型の自転車教室を県内各地で実

施している。
【自転車シミュレーター訓練】

【自転車運転免許証】 【小学生に対する自転車教室】

資料５



(2) 交通指導員研修

幼稚園や学校などで、園児や

児童等に対して交通安全指導等

を行う交通指導員を対象に、自

転車の安全利用などの研修会を

開催している。

(3) 交通安全ワンポイント指導員の委嘱

多くの県民と接する団体等で活動す

る人を「交通安全ワンポイント指導員」

に委嘱し、職場・地域等の活動の場に

おいて、自転車の安全利用などの交通

安全ワンポイントアドバイスをしても

らい、交通安全思想の普及・啓発をし

ている。

２ 広報啓発

(1) チラシ、ポスターによる広報啓発

自転車に係る主な交通ルールである自転車安全利用五則、もしもの時に備えた損害

賠償保険への加入促進等を記載した自転車安全利用チラシや、啓発ポスターを作成

し、自転車教室や街頭キャンペーン等で啓発活動に取り組んでいる。

【交通指導員研修会】

【ワンポイント指導員の委嘱】

【自転車交通安全啓発ポスター】【自転車安全利用チラシ】



(2) 交通安全情報の提供

県内の企業や団体、

学校等に「交通安全だ

より」による交通安全

情報をメール等により

提供している。

(3) 街頭キャンペーン等による広報啓発

県内各地での交通安全イベントや、

街頭キャンぺーンにおいて、自転車の

交通ルールの遵守と交通マナーの向上

を呼びかけている。

(4) 自転車に関するルール

ブック等の配布

指導者用としての自転

車のルールブックを作成

し、各学校に配布してい

る。

(5) 交通安全教育用ビデオ・DVD の貸出

交通安全意識の高揚を図り、自転車の交通事故を防止するため、交通安全教育用ビ

デオ・DVD の貸出を実施している。

【交通安全だより】

【自転車交通安全キャンペーン】

【自転車のルールブック】



説 明 資 料 自転車の交通安全対策実施状況
兵 庫 県 警 察

交 通 企 画 課

兵庫県警察では、「自転車対策総合計画」を策定し、自転車は「車両」であるというこ

とを、交通社会を構成する全ての方に徹底することを基本に、自転車利用者に対する交通

ルールの周知と安全教育や交通指導取締りを総合的に推進している。

１ 交通ルール・交通マナーの周知

(1) 自転車安全利用五則の活用

自転車利用者に対する交通ルール等の周知については、交通ルールを分かりやすく

まとめた「自転車安全利用五則」を活用して、広報啓発活動、交通安全教育等を行っ

ている。

(2) ホームページへの掲載による啓発活動

兵庫県警察ホームページに

○ 自転車が関係する交通事故発生状況

○ 自転車に係る主な交通ルール

○ 自転車の保険

等の情報を掲載し、自転車の安全利用等について

広く周知している。

【県警ホームページトップページ】 【自転車に係る交通ルールのページ】

(3) 教育委員会等との連携による啓発活動

小学校、中学校、高等学校等の各教育機関による自主的な自転車安全教育を促進し、

児童、生徒に交通ルール・マナー等を周知するため、教育委員会等を通じ、県下の小

学校、中学校、高等学校等との間にネットワークを構築し、自転車による交通事故の

実態や自転車安全利用のポイント等をまとめた資料を、継続して提供している。

また、各教育機関に対し、児童、生徒が資料を家庭に持ち帰るよう促しており、各

家庭内から交通安全意識の高揚を図っている。

自転車安全利用五則

５ 子どもはヘルメットを着用

○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

○ 夜間はライトを点灯

○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

４ 安全ルールを守る

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

２ 車道は左側を通行

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外



しっかり守ろう

自転車安全利用五則！！
１ 自転車は車道が原則歩道は例外

２ 車道は左側を通行

３ 歩道は歩行者優先で、車道より

を徐行

４ 交通ルールを守る

○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

○ 夜間はライトを点灯

○ 交差点での信号遵守と

一時停止・安全確認

５ 子供はヘルメットを着用

● 交通事故の状況

兵庫県内の交差点で、自転車と自動車が

衝突する交通事故が発生し、自転車に乗っ

ていた高校生が、骨折するなどの大けがを

負いました。

● 交通事故の原因

この事故は、自動車の安全確認不足もあ

りましたが、自転車が一時停止で止まらなか

ったことが大きな原因でした。

必ず止まりましょう！！

① 自転車は｢車両｣の仲間であるので、色々なルールが定められています。

② ｢止まれ｣の標識のある交差点では、必ず一時停止しましょう。
一時停止したあとは、交差点の左右をよく見て、近づいてくる車がないかしっか

り確かめましょう。

③ ｢止まれ｣の標識がない交差点でも

｢止まれ｣の標識がない交差点でも、建物などで見とおしが悪い場合は一時停止し

て、必ず安全確認をしましょう。

④ 住宅街や商店街を通るときは

道路沿いの家や店から出てくる歩行者に注意しましょう。

安全に自転車を利用するために

自転車が歩道を

通行できる場合
１ この標識｢歩道通行可｣がある場合

２ 自転車の運転者が

・13歳未満の子供

・70歳以上の高齢者

・体の不自由な人

である場合

３ 道路工事や、交通量が多い上に車

道の幅が狭いなどのため、交通事故

の危険があるような場合

自転車が関係する交通事故の件数(平成20年から平成24年までの５年間の合計)

494件 511件 521件
490件

402件 372件 366件
432件

541件

733件 676件 683件

16:59
17 :28

17:55

18:20

18 :44
19:07 19 :16

19:02

18:26

17:44

17:06
16:49

1 5 : 21

1 5 : 50

1 6 : 19

1 6 : 48

1 7 : 16

1 7 : 45

1 8 : 14

1 8 : 43

1 9 : 12

1 9 : 40

- 50

5 0

15 0

25 0

35 0

45 0

55 0

65 0

75 0

85 0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

日入時刻

1～4月 2,016件 5～8月 1,572件 9～12月 2,633件

夜間に、女子高生が、自転車でライトをつけず､携帯電話を操作しながら運転していたため、前

方を歩いて いた歩行者に気付かずに衝突しました。

歩行者は転倒して、その後の歩行が困難となるような大けがをしました。

この交通事故で、裁判所は、女子高生に、５，０００万円の損害賠償を命じました。

自転車で交通事故を起こした場合、責任を問われ、多額の治療費などを請求される事案が増加

していることから、自転車保険に加入することを勧めています。

自転車保険には、コンビニで手軽に加入できる保険や、「自転車保険」という名前がなくても、そ

れをカバーしてくれる火災保険や自動車任意保険などの「個人賠償責任特約」など、色んなタイプ

の保険があります。

家族の方に相談してみましょう。

９月に入ると、太陽の沈む時間が早くなり、目が見えにくくなる時間帯と、会社・学校からの帰りや買い物などで

交通量が多くなる時間帯とが重なるため、交通事故が増加します。

自転車が関係する交通事故も｢９～12月｣は、｢５～８月｣に比べると1.7倍に増加します。

自転車を利用する際は、「まだ明るい。」と思っていても、実際には、歩いている人などの発見が遅れたり、自動

車の運転者からも、昼間に比べて見えにくくなっている危険な時間帯であるということに注意しましょう。

安全に自転車を利用するために

左 右 左 右

１ 「路側帯」は歩行者優先
道路の左側にある路側帯は、これまでどおり通行することはできますが、歩行者がいるときは、停止したり、自

転車を押して歩くなど安全に通行できるように注意しましょう。

※ 路側帯(ろそくたい)とは、歩道がない道路の白い線(中央線ではありません。)の外側のこと。

２ 「歩道」は歩行者優先で、車道寄りを徐行・・・「自転車は、車道が原則、歩道は例外」です!!
歩道を通行する際にも、自転車のベルを鳴らして、歩行者に道を空けさせたり、追い越したりするのはルール違

反です。自転車で歩道を通行するときは、車道に近い部分を、すぐに止まれるような速度で通行しましょう。

※ 歩道とは、車が走る部分と分離された、歩行者が通行する部分のこと。

安全に自転車を利用するために・・・

「路側帯」や「歩道」を通ることができても、歩行者の通行が最優先です！！

右側 左側 右側 左側

これまで 12月１日から

★ 交通違反になります

① 右側の路側帯を通ると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３箇月以下の懲役又は５万円以下の罰金

② 路側帯や歩道で歩行者の通行を妨害すると・・・・・２万円以下の罰金

車道

路側帯 路側帯

中央線

車道

路側帯 路側帯

中央線

これまで通ることができた

道路の右側にある路側帯は

通ることができなくなりました！！

【平成 25年第１号】 【平成 25年第２号】 【平成 25年第３号】

(4) 兵庫県自転車軽自動車商業協同組合との連携による啓発活動

兵庫県自動車軽自動車商業協同組合加盟の自転車販売店（約 500 店舗）において、

自転車の購入や点検・修理のために来店する自転車利用者に対し、県警が作成・配布

した「自転車の交通ルールハンドブック」に基づくワンポイントアドバイスや自転車

安全利用啓発チラシを配布（平成 26 年４月から配布予定）している。

自転車の交通ルールハンドブック

兵庫県警察本部

交通企画課

１ 自転車は車道が原則、歩道は例外
じてん し ゃ しゃ ど う げん そく ほど う れいがい

自転車
じ て ん し ゃ

は車両
し ゃ り ょう

であることから、車道
し ゃ ど う

と歩道
ほ ど う

の区別
く べ つ

があるところでは､車道
し ゃ ど う

通行
つ う こ う

が原則
げ ん そ く

です。

減少
げん し ょう

していますが、歩道
ほ ど う

上
じ ょう

で自転車と歩行者
ほ こ う し ゃ

が衝突
し ょ う と つ

する事故
じ こ

は増加
ぞ う か

しています。

自転車
じ て ん し ゃ

関係
か ん け い

事故
じ こ

の事故
じ こ

件数
け ん す う

歩道上
ほ ど う じ ょ う

での「人
ひ と

対
た い

自転車
じ て ん し ゃ

」の事故
じ こ

件数
け ん す う

２ 車道
し ゃ ど う

では左側
ひ だり がわ

を通行
つ う こ う

自転車
じ て ん し ゃ

は車道
し ゃ ど う

の左側
ひだりがわ

を通行
つ う こ う

しなければいけません。

自転車
じ て ん し ゃ

事故
じ こ

の約
や く

７割
わ り

は交差点
こ う さ て ん

で発生
は っせ い

しており､右側
み ぎ が わ

通行
つ う こ う

の自転車
じ て ん し ゃ

は、見通
み と お

しの悪
わ る

い交差点
こ う さ て ん

では自動車
じ ど う し ゃ

の

死角
し か く

になる ことから、自動車
じ ど う し ゃ

と衝突
し ょ う とつ

する危険
き け ん

が高くな

ります。

３ 歩道
ほ ど う

では歩行者
ほ こ う し ゃ

優先
ゆ う せ ん

で車道寄
し ゃ ど う よ

りを徐行
じ ょ こ う

自転車
じ て ん し ゃ

は

○ 普通
ふ つ う

自転車
じ て ん し ゃ

通行可
つ う こ う か

の道路
ど う ろ

標識
ひ ょ う し き

があるとき

○ 自転車
じ て ん し ゃ

の運転者
う ん て ん し ゃ

が１３歳
さ い

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

･幼児
よ う じ

、７０歳
さ い

以上
い じ ょ う

の高齢者
こ う れ い し ゃ

等
と う

のとき

○ 道路
ど う ろ

状況
じょうき ょう

等
と う

からやむを得
え

ないとき

には歩道
ほどう

を通行
つうこう

できますが、歩道
ほどう

では車道寄
しゃどうよ

りを徐行
じょこう

し、

歩行者
ほこうしゃ

の妨
さまた

げとなる場合
ばあい

は一時
いち じ

停止
ていし

しなければなりません。

自転車
じ て ん し ゃ

安全
あ ん ぜ ん

利用
り よ う

５則
そ く

を守
ま も

りましょう

この１０年間
ね ん か ん

を見ると、自転車
じ て ん し ゃ

が関係
か ん け い

する事故
じ こ

は

「自転車対車両」の衝突地点 （平成２５年中）
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減少

４ 安全
あ ん ぜ ん

ルールを守
ま も

る

① 飲酒
い ん し ゅ

運転
う ん て ん

の禁止
き ん し

道路
どうろ

交通法
こうつうほう

上
じょう

、自動車
じどうしゃ

の場合
ばあい

と同
おな

じく禁止
きんし

されています。

お酒
さ け

を飲
の

んで運転
う ん て ん

することは、非常
ひ じ ょ う

に危険
き け ん

です。

② 二人
ふ た り

乗
の

りの禁止
き ん し

幼児
よ う じ

を乗
の

せる場合
ば あ い

等
な ど

の例外
れ い が い

を除いては、自転車
じ て ん し ゃ

の二人
ふ た り

乗
の

りは禁止
き ん し

されています。

バランスを崩
く ず

しやすく、非常
ひ じ ょ う

に危険
き け ん

です。

③ 並進
へ い し ん

の禁止
き ん し

自転車
じ て ん し ゃ

が２台以上
だ い い じ ょ う

並
な ら

んで走
は し

ることは禁止
き ん し

されています。

並
な ら

んで走
は し

ることにより道路
ど う ろ

をふさぐこととなり、 自動車
じ ど う し ゃ

や歩行者
ほ こ う し ゃ

に大変
た い へ ん

迷惑
め い わ く

です。

④ 夜間
や か ん

はライトを点灯
て ん と う

夜間
や か ん

は必
かなら

ずライトを点灯
て ん と う

しましょう。

無灯火
む と う か

は、他
ほ か

から自転車
じ て ん し ゃ

が見
み

えにくくなるので

非常
ひ じ ょ う

に危険
き け ん

です。

⑤ 信号
し ん ご う

の遵守
じ ゅ ん しゅ

信号
し ん ご う

のある交差点
こ う さ て ん

では信号
し ん ご う

に従
したが

いましょう。

「歩行者
ほ こ う し ゃ

、自転車
じ て ん し ゃ

専用
せ ん よ う

」の表示
ひ ょ う じ

のある歩行者
ほ こ う し ゃ

用
よ う

信号機
し ん ご う き

がある場合
ば あ い

は、その信号
し ん ご う

に従いましょう。

⑥ 交差点
こ う さ て ん

での一時
い ち じ

停止
て い し

と安全
あ ん ぜ ん

確認
か く に ん

一時
い ち じ

停止
て い し

の規制
き せ い

ある交差点
こ う さ て ん

では必
かなら

ず止
と

まって

左右
さ ゆ う

の安全
あ ん ぜ ん

確認
か く に ん

をしましょう。

５ 子
こ

どもはヘルメットを着用
ち ゃ く よ う

保護者
ほ ご し ゃ

は、子
こ

ども（13歳
さ い

未満
み ま ん

）を自転車
じ て ん し ゃ

に乗車
じ ょ う しゃ

させる場合
ば あ い

には、乗車用
じ ょ う し ゃ よ う

ヘルメットを着用
ち ゃ く よ う

させるように努
つ と

めなければい
けません。

自転車
じ て ん し ゃ

乗用中
じょ うよ うち ゅう

の交通
こ う つ う

死亡
し ぼ う

事故
じ こ

の約
や く

８割
わ り

が頭部
と う ぶ

を負傷
ふ し ょ う

した

ことが原因
げ ん い ん

となっています。

自転車
じ て ん し ゃ

安全
あ ん ぜ ん

利用
り よ う

５則
そ く

を守
ま も

りましょう

１ 人
ひ と

が多
お お

い歩道
ほ ど う

では、自転車
じ て ん し ゃ

から降
お

りて押
お

して

通行
つ う こ う

しましょう。

歩行者
ほ こ う し ゃ

の間
あいだ

をすり抜
ぬ

けての通行
つ う こ う

は危険
き け ん

です。

歩行者
ほ こ う し ゃ

が多
お お

くいる歩道
ほ ど う

では、自転車
じ て ん し ゃ

から降
お

りて押
お

して

通行
つ う こ う

しましょう

２ 見通
み と お

しの悪
わ る

い交差点
こ う さ て ん

では、必
かなら

ず一時
い ち じ

停止
て い し

を！

見通
み と お

しの悪
わ る

い交差点
こ う さ て ん

や一時
い ち じ

停止
て い し

の標識
ひ ょう しき

のある交差点
こ う さ て ん

では必
かなら

ず一時
い ち じ

停止
て い し

し、安全
あ ん ぜ ん

確認
か く に ん

をしましょう。

車
くる ま

との出会
で あ

い頭
がしら

の事故
じ こ

の大半
た い は ん

は、交差点
こ う さ て ん

で発生
は っせ い

して
います。

3 自転車
じ て ん し ゃ

横断帯
お う だ ん た い

、横断
お う だ ん

歩道
ほ ど う

が設置
せ っ ち

されている

信号
し ん ご う

交差点
こ う さ て ん

では、右左折
う さ せ つ

の車
くる ま

に注意
ち ゅ う い

！

自転車
じ て ん し ゃ

に気付
き づ

かずに右左折
う さ せ つ

してくる場合
ば あ い

があります。

青信号
あ お し ん ごう

でも前後
ぜ ん ご

左右
さ ゆ う

を確認
か く に ん

して横断
お う だ ん

しましょう。

4 道路
ど う ろ

を横断
お う だ ん

するときは、後方
こ う ほ う

からの車
くる ま

に注意
ち ゅ う い

！

安全
あ ん ぜ ん

確認
か く に ん

をせずに、斜
な な

め横断
お う だ ん

することは危険
き け ん

です。

道路
ど う ろ

の端
は し

によって一時
い ち じ

停止
て い し

し、左右
さ ゆ う

の安全
あ ん ぜ ん

を確認
か く に ん

して

から、道路
ど う ろ

に対して直角
ち ょっ かく

に横断
お う だ ん

しましょう。

5 歩道
ほ ど う

の切
き

れ目
め

に要注意
よ う ち ゅ う い

！

歩道
ほ ど う

を通行
つ う こ う

するときは、駐車場
ち ゅ うし ゃじ ょう

に出入
で い

りする車
くるま

や脇道
わ き み ち

から出
で

てくる車
くるま

に注意
ち ゅ う い

しましょう。

特
と く

に、歩道
ほ ど う

が切
き

れているところは要注意
よ う ち ゅ う い

です。

自転車
じ て ん し ゃ

事故
じ こ

を防止
ぼ う し

するためのポイント

見通し不良

見通し不良 見通し不良

見通し不良

一時停止

歩道

目的地

【表紙】 【１ページ】 【２ページ】 【３ページ】

(5) 自転車安全利用啓発チラシの作成及び配布による啓発活動

自転車利用者に、交通ルールを守らなかった場合の罰則や交通事故発生時の責任等

を理解させ、自転車の安全利用を促進するため、

○ 「自転車事故の高額賠償事例」

○ 「自転車保険」

○ 「自転車安全利用五則」

を紹介した、自転車安全利用啓発チラシを 10 万枚作成(平成 25 年３月)し、交通安全

教育やキャンペーン等のあらゆる機会を捉えて配布している。

なお、本年３月にも、同様の内容のチラシを５万枚作成している。



【表】 【裏】 

(6) 自転車保険に関する理解の確保

本県において発生した、児童が自転車乗用中に歩行者と衝突する交通事故で、児童

側に 9,520 万円という高額な損害賠償を命じる判決が出されるなど、自転車利用者が

高額賠償を請求される事案が増加していることから、広報啓発活動や交通安全教育を

通じて、高額賠償の事例や賠償責任に対応できる自転車保険の種類を紹介するなど、

自転車保険加入の必要性について周知している。

２ 街頭指導・自転車安全教育

(1) 自転車指導啓発重点地区・路線における街頭指導

自転車と歩行者の輻輳等から重大事故の発生が懸念される地区・路線及び自転車が

関係する事故の多発地区・路線を「自転車指導啓発重点地区・路線」として、県下

97箇所を指定し、関係機関・団体や交通ボランティアと連携した街頭指導を行うこと

で、自転車交通ルール・マナーの周知を図っている。

(2) 自転車シミュレーターを活用した自転車安全教育

自転車による通行を疑似的に体験し、自転車交通ルール・マナーを理解させること

ができる自転車シミュレーターを活用した自転車安全教室を行っている。

※ 自転車シミュレーター４台を、本部交通企画課、西宮、尼崎南及び姫路署に配置



【外国人に対する自転車安全教育】 【児童に対する自転車安全教育】

(3) スタントマンの交通事故再現による自転車安全教育（スケアード・ストレート）

自転車事故の発生形態を、スタントマンが再現することにより、交通事故の危険性

を疑似体験させ、事故原因や事故防止対策について自ら考えさせることで、講話だけ

では意識付けが難しい自転車利用者の安全意識の高揚を図る自転車教室を行ってい

る。

【巻き込み事故の再現状況】 【側面衝突事故の再現状況】

３ 交通指導取締り

交通指導取締りについては、指導警告を原則としつつも、悪質・危険な違反者に対し

ては、積極的な検挙措置を講じ、自転車交通ルール・マナー遵守の重要性を理解させる

とともに、交通安全意識の向上を図っている。

○ 検挙数 614 件（平成 25 年中）

219 件（平成 26 年２月末）



説明資料 自転車の交通安全対策実施状況
兵庫県教育委員会事務局

体育保健課

１ 交通安全教育の実施

（１）学校における自転車安全教室

ＨＲ活動、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等で交通安全指導を行って

おり、実際に自転車を利用しての乗り方等を指導する自転車交通安全教室を実

施している。高等学校においては、自転車通学を許可する際に、自転車の安全

点検や保険加入の勧奨を行うなど交通安全指導に努めている他、企業等と連携

して自転車交通安全教室を実施している。

【実践例】

県立有馬高等学校 「自転車安全運転免許講習会」

実施日：平成２５年４月１５日 8：35～15：00

場 所：アールズドライバー西北（西宮市）

内 容

①開会式

②自転車点検

③警察署安全講話、交通法規学習

④学科試験

⑤ディスカッション

⑥危険実験Ａ 駐停車車両の側方通過における危険性

⑦危険実験Ｂ 見通しの悪い交差点での事故再現

⑧危険実験Ｃ 信号のある交差点における右直事故

⑨危険実験Ｄ ヘッドフォンにおける危険性

⑩基本走行Ａ

⑪基本走行Ｂ

⑫技能試験Ａ

⑬技能試験Ｂ

⑭自転車運転免許授与式

※県教育委員会では、平成２４年度、２５年度の２年間、（一財）日本交通安全

教育普及会と連携して、高等学校で自転車交通安全教室の実施のため、県立学

校の教職員の指導や資質の向上を目的として、「兵庫県立高等学校における自

転車安全指導研修会」を実施した。



（２）学校安全教室講習会

教職員や児童生徒の防犯・交通安全に対する意識の向上等を図るため、各学

校における学校安全教室の指導者となる教職員に対し、学校の危機管理と安全

教育についての基礎的な考え方や教職員研修のあり方、地域と連携した学校安

全の推進などについての研修会を行う。

内容に自転車の交通安全に関する講義を取り入れている。

（３）健康指導者養成研修 学校安全コースへの参加

各地域・学校において児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校安全に

関する必要な知識等を修得させ、各地域において本研修の内容を踏まえた研修

の講師としての活動や各学校への指導・助言が行えるように、独立行政法人教

員研修センター主催の研修に、小・中学校、高等学校の教員を派遣している。

【交通安全研修内容】

講義：交通安全の効果的な推進ために

演習：学校での交通安全教室の計画

２ 広報啓発

（１）自転車保険の加入推進

県立学校校長会等で生徒の自転車保険加入の勧奨を依頼している。

（２）関係機関の広報活動への協力

関係機関が交通安全に関するチラシ、ポスターを学校へ配布するとともに、

資料を活用した安全教育の実施を依頼している。

【主な配布物】

交通安全だより （企画県民部県民生活局地域安全課交通安全室）

交通安全かわら版（兵庫県警察本部交通部交通企画課）

【神戸会場】 【姫路会場】



説明資料 自転車の交通安全対策実施状況
県土整備部土木局

道路保全課

１．歩行者・自転車分離大作戦の実施

近年、環境問題や健康志向の高まりなどから自転車の利用者が増えたことにより、自転車

と歩行者の事故が増加し、歩行者・自転車通行空間の安全対策が課題となっていることを踏

まえ、歩道や路肩のカラー舗装などによる歩行者・自転車の安全対策を、H24・25の2箇年で

204km実施した。

【事業内容】

鉄道駅を中心とした自転車利用の多い路線で実施 単位：km

対策 道路構造 対策内容 カラー 計画 実施 実施路線

対策① 歩道上のカラー舗装 歩道上の視覚的分離 ベージュ 52 60 （一）明石高砂線（高砂市）

対策② 自転車レーン 車道上の視覚的分離 ブルー 19 14 （一）西宮豊中線（尼崎市）

対策③ 自転車道 車道上の物理的分離 ベンガラ 4 5 （主）大阪伊丹線（尼崎市）

小計 75 79

歩道の無い通学路等で実施

対策④ 路肩のカラー舗装 車道上の視覚的分離 グリーン 125 125 （一）付城細江線（姫路市）

合計 200 204

対策①歩道上のカラー舗装（明石高砂線）

対策④路肩のカラー舗装（付城細江線）対策③自転車道（大阪伊丹線）

対策②自転車レーン（西宮豊中線）



２．歩行者・自転車分離大作戦のさらなる推進

H24・25の2箇年で実施した「歩行者・自転車分離大作戦」の効果が大きく、県民ニーズが

依然高いことから整備箇所の拡大に向け、警察、地域住民等の協議調整を進め、整備箇所を

順次選定し、歩行者・自転車の安全対策を引き続き推進する。(目標：H26～30の5箇年で200km)

対策内容（H24～25） 左記の対策に加え、拡充内容（H26～H30）

対策①

歩道上の視覚的分離

対策②

車道上の視覚的分離

対策③

車道上の物理的分離

対策④

車道上の視覚的分離

幅員が4m未満の歩道内で自転車誘導の

ための注意喚起表示

自転車の安全な通行が確保出来る場合、

ｶﾗｰ舗装の適用を1.0m以上の路肩に拡大

道路改築等に合わせ、引き続き自転車道
を整備

学校、PTAから要望のある全通学路への

拡大

項 目

歩行者と自転車の分離対策
幅員が概ね4m以上の歩道内に自転車通

行走行空間をｶﾗｰ舗装化

歩道幅員が狭いため自転車が車道を走

行せざるを得ない場合、路肩(1.5m）をｶﾗｰ
舗装化

4車線以上の道路で、車線数を削減して、
自転車道(2m以上）を確保

歩行者対自動車の分離対策
事故が多い路線や通学路において、歩道

が不連続となっている区間で、路肩をｶﾗｰ
舗装化


